
農
業
協
同
組
合
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
二
十
八
年
三
月
三
十
一
日

奈
良
県
知
事

荒

井

正

吾

奈
良
県
規
則
第
八
十
六
号

農
業
協
同
組
合
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

農
業
協
同
組
合
法
施
行
細
則
（
平
成
六
年
四
月
奈
良
県
規
則
第
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正

す
る
。

第
三
条
第
一
項
第
八
号
及
び
第
九
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

八

経
営
管
理
委
員
を
置
く
組
合
以
外
の
組
合
に
あ
っ
て
は
、
次
に
掲
げ
る
書
面

ア

理
事
が
法
第
三
十
条
第
十
一
項
た
だ
し
書
に
規
定
す
る
農
業
者
（
法
人
に
あ
っ
て
は
、
そ
の

役
員
）
又
は
組
合
員
（
法
人
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
役
員
）
で
あ
る
こ
と
を
証
す
る
書
面

イ

理
事
の
定
数
の
過
半
数
が
法
第
三
十
条
第
十
二
項
各
号
に
掲
げ
る
者
の
い
ず
れ
か
で
あ
る
こ

と
を
証
す
る
書
面

九

経
営
管
理
委
員
を
置
く
組
合
に
あ
っ
て
は
、
次
に
掲
げ
る
書
面

ア

経
営
管
理
委
員
が
法
第
三
十
条
の
二
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
三
十
条
第
十
一
項
た

だ
し
書
に
規
定
す
る
農
業
者
（
法
人
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
役
員
）
又
は
組
合
員
（
法
人
に
あ
っ

て
は
、
そ
の
役
員
）
で
あ
る
こ
と
を
証
す
る
書
面

イ

経
営
管
理
委
員
の
定
数
の
過
半
数
が
法
第
三
十
条
の
二
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
三

十
条
第
十
二
項
第
一
号
に
掲
げ
る
者
で
あ
る
こ
と
を
証
す
る
書
面

ウ

理
事
が
法
第
三
十
条
の
二
第
七
項
に
規
定
す
る
者
で
あ
る
こ
と
を
証
す
る
書
面

第
三
条
第
三
項
中
「
議
決
」
を
「
決
議
」
に
改
め
る
。

第
四
条
中
「
次
の
各
号
に
掲
げ
る
締
結
を
し
た
」
を
「
法
第
十
条
第
一
項
第
十
四
号
の
規
定
に
よ
る

団
体
協
約
を
締
結
し
た
」
に
、
「
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
掲
げ
る
書
類
」
を
「
当
該
協
約
書
の
写
し
」

に
改
め
、
同
条
各
号
を
削
る
。

第
八
条
第
一
項
第
五
号
中
「
あ
つ
て
は
」
を
「
あ
っ
て
は
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
あ
つ
た
」

を
「
あ
っ
た
」
に
改
め
る
。

第
十
一
条
第
二
項
第
一
号
ア
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

ア

施
行
規
則
第
百
八
十
条
第
一
項
に
規
定
す
る
貸
借
対
照
表

第
十
七
条
第
二
号
中
「
平
成
十
三
年
金
融
庁
・
農
林
水
産
省
告
示
第
十
九
号
（
農
業
協
同
組
合
法
施

行
令
第
三
条
の
四
並
び
に
第
三
条
の
五
第
一
項
及
び
第
三
項
第
二
号
か
ら
第
四
号
ま
で
の
規
定
に
基
づ



き
、
主
務
大
臣
の
指
定
す
る
金
融
機
関
等
を
定
め
る
件
）
第
二
条
に
」
を
「
農
業
協
同
組
合
法
施
行
令

第
三
十
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
主
務
大
臣
が
」
に
改
め
る
。

第
十
八
条
第
五
項
第
二
号
中
「
あ
つ
て
は
」
を
「
あ
っ
て
は
」
に
改
め
る
。

第
十
九
条
中
「
第
十
一
条
の
四
第
一
項
た
だ
し
書
」
を
「
第
十
一
条
の
八
第
一
項
た
だ
し
書
」
に
改

め
る
。

第
二
十
条
中
「
第
十
一
条
の
五
た
だ
し
書
」
を
「
第
十
一
条
の
九
た
だ
し
書
」
に
改
め
る
。

第
二
十
一
条
第
一
項
中
「
第
十
一
条
の
七
第
一
項
」
を
「
第
十
一
条
の
十
七
第
一
項
」
に
改
め
、
同

条
第
二
項
中
「
第
十
一
条
の
七
第
三
項
」
を
「
第
十
一
条
の
十
七
第
三
項
」
に
改
め
、
同
条
第
三
項
中

「
議
決
」
を
「
決
議
」
に
改
め
、
同
条
第
四
項
中
「
第
十
一
条
の
七
第
三
項
」
を
「
第
十
一
条
の
十
七

第
三
項
」
に
改
め
る
。

第
二
十
二
条
の
見
出
し
中
「
申
請
」
を
「
申
請
等
」
に
改
め
、
同
条
第
一
項
中
「
第
十
一
条
の
二
十

三
第
一
項
」
を
「
第
十
一
条
の
四
十
二
第
一
項
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
第
十
一
条
の
二
十
三
第

三
項
」
を
「
第
十
一
条
の
四
十
二
第
三
項
」
に
改
め
、
同
条
第
三
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

３

法
第
十
一
条
の
四
十
二
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
信
託
規
程
の
変
更
の
届
出
は
、
信
託
規
程
変
更
届

出
書
（
第
二
十
六
号
様
式
の
二
）
に
、
次
に
掲
げ
る
書
類
を
添
え
て
、
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

変
更
し
た
事
項
を
示
す
書
類

二

変
更
理
由
書

三

総
会
又
は
総
代
会
の
議
事
録
の
謄
本

四

そ
の
他
知
事
が
必
要
と
認
め
る
書
類

第
二
十
二
条
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

４

法
第
十
一
条
の
四
十
二
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
信
託
規
程
の
廃
止
の
届
出
は
、
信
託
規
程
廃
止
届

出
書
（
第
二
十
六
号
様
式
の
二
）
に
、
次
に
掲
げ
る
書
類
を
添
え
て
、
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

廃
止
理
由
書

二

信
託
事
業
実
績
書

三

総
会
又
は
総
代
会
の
議
事
録
の
謄
本

四

そ
の
他
知
事
が
必
要
と
認
め
る
書
類

第
二
十
三
条
第
二
項
中
「
第
十
一
条
の
二
十
七
」
を
「
第
十
一
条
の
四
十
六
」
に
改
め
る
。

第
二
十
四
条
の
見
出
し
中
「
申
請
」
を
「
申
請
等
」
に
改
め
、
同
条
第
一
項
中
「
第
十
一
条
の
二
十

九
第
一
項
」
を
「
第
十
一
条
の
四
十
八
第
一
項
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
第
十
一
条
の
二
十
九
第

三
項
」
を
「
第
十
一
条
の
四
十
八
第
三
項
」
に
改
め
、
同
条
第
三
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。



３

法
第
十
一
条
の
四
十
八
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
宅
地
等
供
給
事
業
実
施
規
程
の
変
更
の
届
出
は
、

宅
地
等
供
給
事
業
実
施
規
程
変
更
届
出
書
（
第
二
十
八
号
様
式
の
二
）
に
、
次
に
掲
げ
る
書
類
を
添

え
て
、
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

変
更
し
た
事
項
を
示
す
書
類

二

変
更
理
由
書

三

総
会
又
は
総
代
会
の
議
事
録
の
謄
本

四

そ
の
他
知
事
が
必
要
と
認
め
る
書
類

第
二
十
四
条
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

４

法
第
十
一
条
の
四
十
八
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
宅
地
等
供
給
事
業
実
施
規
程
の
廃
止
の
届
出
は
、

宅
地
等
供
給
事
業
実
施
規
程
廃
止
届
出
書
（
第
二
十
八
号
様
式
の
二
）
に
、
次
に
掲
げ
る
書
類
を
添

え
て
、
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

廃
止
理
由
書

二

宅
地
等
供
給
事
業
実
績
書

三

当
該
事
業
に
係
る
準
備
金
及
び
特
別
積
立
金
の
処
分
方
法
を
記
載
し
た
書
面

四

総
会
又
は
総
代
会
の
議
事
録
の
謄
本

五

そ
の
他
知
事
が
必
要
と
認
め
る
書
類

第
二
十
五
条
の
見
出
し
中
「
申
請
」
を
「
申
請
等
」
に
改
め
、
同
条
第
一
項
中
「
第
十
一
条
の
三
十

二
第
一
項
」
を
「
第
十
一
条
の
五
十
一
第
一
項
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
第
十
一
条
の
三
十
二
第

三
項
」
を
「
第
十
一
条
の
五
十
一
第
三
項
」
に
改
め
、
同
条
第
三
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

３

法
第
十
一
条
の
五
十
一
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
農
業
経
営
規
程
の
変
更
の
届
出
は
、
農
業
経
営
規

程
変
更
届
出
書
（
第
二
十
九
号
様
式
の
二
）
に
、
次
に
掲
げ
る
書
類
を
添
え
て
、
行
わ
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。

一

変
更
し
た
事
項
を
示
す
書
類

二

変
更
理
由
書

三

総
会
又
は
総
代
会
の
議
事
録
の
謄
本

四

そ
の
他
知
事
が
必
要
と
認
め
る
書
類

第
二
十
五
条
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

４

法
第
十
一
条
の
五
十
一
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
農
業
経
営
規
程
の
廃
止
の
届
出
は
、
農
業
経
営
規

程
廃
止
届
出
書
（
第
二
十
九
号
様
式
の
二
）
に
、
次
に
掲
げ
る
書
類
を
添
え
て
、
行
わ
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。



一

廃
止
理
由
書

二

農
業
経
営
事
業
実
績
書

三

総
会
又
は
総
代
会
の
議
事
録
の
謄
本

四

そ
の
他
知
事
が
必
要
と
認
め
る
書
類

第
二
十
五
条
の
二
中
「
第
十
一
条
の
四
十
六
第
二
項
」
を
「
第
十
一
条
の
六
十
五
第
二
項
」
に
、
「

（
第
二
十
九
号
様
式
の
二
）
」
を
「
（
第
二
十
九
号
様
式
の
三
）
」
に
改
め
る
。

第
二
十
六
条
第
一
項
中
「
第
九
十
七
条
の
二
第
一
号
」
を
「
第
九
十
七
条
第
一
号
」
に
、
「
（
第
二

十
九
号
様
式
の
三
）
」
を
「
（
第
二
十
九
号
様
式
の
四
）
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
第
九
十
七
条

の
二
第
一
号
」
を
「
第
九
十
七
条
第
一
号
」
に
、
「
（
第
二
十
九
号
様
式
の
三
）
」
を
「
（
第
二
十
九

号
様
式
の
四
）
」
に
改
め
る
。

第
二
十
六
条
の
二
第
一
項
中
「
第
九
十
七
条
の
二
第
三
号
」
を
「
第
九
十
七
条
第
三
号
」
に
改
め
、

同
条
第
二
項
中
「
第
九
十
七
条
の
二
第
四
号
又
は
第
五
号
」
を
「
第
九
十
七
条
第
四
号
又
は
第
五
号
」

に
改
め
る
。

第
二
十
八
条
、
第
三
十
条
第
一
項
及
び
第
三
十
条
の
二
中
「
第
九
十
七
条
の
二
第
十
二
号
」
を
「
第

九
十
七
条
第
十
二
号
」
に
改
め
る
。

第
三
十
二
条
第
二
項
第
四
号
ア
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

ア

施
行
規
則
第
百
八
十
条
第
一
項
に
規
定
す
る
貸
借
対
照
表

第
三
十
三
条
中
「
組
合
は
、
」
を
削
り
、
「
規
定
に
よ
り
」
を
「
規
定
に
よ
る
」
に
、
「
を
受
け
よ

う
と
す
る
と
き
」
を
「
の
申
請
」
に
、
「
知
事
に
提
出
し
な
け
れ
ば
」
を
「
行
わ
な
け
れ
ば
」
に
改
め
、

同
条
第
五
号
中
「
議
決
し
た
」
を
「
決
議
し
た
」
に
改
め
る
。

第
三
十
四
条
第
一
項
中
「
第
六
十
四
条
第
四
項
又
は
第
七
項
」
を
「
第
六
十
四
条
第
四
項
、
第
五
項

又
は
第
八
項
」
に
改
め
、
同
条
第
三
項
中
第
五
号
を
第
六
号
と
し
、
第
四
号
を
第
五
号
と
し
、
同
項
第

三
号
中
「
第
六
十
四
条
第
四
項
」
を
「
第
六
十
四
条
第
五
項
」
に
改
め
、
同
号
を
同
項
第
四
号
と
し
、

同
項
第
二
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

三

法
第
六
十
四
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
の
場
合
に
あ
っ
て
は
、
解
散
を
決
議
し
た
総
会
の

議
事
録
の
謄
本

第
三
十
四
条
の
次
に
次
の
二
条
を
加
え
る
。

（
事
業
を
廃
止
し
て
い
な
い
旨
の
届
出
）

第
三
十
四
条
の
二

法
第
六
十
四
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
届
出
は
、
事
業
を
廃
止
し
て
い
な
い
旨

届
出
書
（
第
四
十
号
様
式
の
二
）
に
、
次
に
掲
げ
る
書
類
を
添
え
て
、
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。



一

届
出
日
に
お
け
る
最
終
事
業
年
度
に
係
る
財
産
目
録
、
貸
借
対
照
表
、
損
益
計
算
書
及
び
残
高

試
算
表

二

直
近
の
総
会
（
総
代
会
）
の
議
事
録
の
謄
本

三

直
近
の
役
員
名
簿
（
第
二
号
様
式
）

四

代
理
人
に
よ
っ
て
届
出
を
す
る
場
合
は
、
そ
の
権
限
を
証
す
る
書
面

五

そ
の
他
知
事
が
必
要
と
認
め
る
書
類

（
組
合
継
続
の
届
出
）

第
三
十
四
条
の
三

法
第
六
十
四
条
の
三
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
は
、
組
合
継
続
届
出
書
（
第
四

十
号
様
式
の
三
）
に
、
次
に
掲
げ
る
書
類
を
添
え
て
、
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

組
合
継
続
理
由
書

二

組
合
の
継
続
を
決
議
し
た
総
会
の
議
事
録
の
謄
本

三

総
会
の
決
議
時
に
お
け
る
財
産
目
録
及
び
貸
借
対
照
表

四

総
会
の
決
議
時
に
お
け
る
役
員
の
役
員
名
簿
（
第
二
号
様
式
）

五

法
第
六
十
四
条
の
三
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
四
十
八
条
の
二
第
二
項
の
規
定
に
基
づ

く
総
会
の
招
集
が
あ
っ
た
場
合
に
は
、
当
該
総
会
ま
で
の
経
過
を
記
載
し
た
書
類
及
び
当
該
総
会

の
議
事
録
の
謄
本

六

組
合
の
継
続
の
登
記
に
係
る
登
記
事
項
証
明
書

七

そ
の
他
知
事
が
必
要
と
認
め
る
書
類

第
三
十
五
条
第
一
項
中
「
、
次
に
」
を
「
次
に
」
に
改
め
、
同
項
第
三
号
ア
中
「
法
第
六
十
五
条
第

四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
四
十
九
条
第
一
項
に
規
定
す
る
財
産
目
録
及
び
」
を
「
施
行
規
則
第
百

八
十
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
条
第
一
項
に
規
定
す
る
財
産
目
録
又
は
」
に
改
め
、
同
項
第
四

号
中
「
議
決
し
た
」
を
「
決
議
し
た
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
第
二
号
ウ
中
「
第
三
十
条
第
十
一
項
本

文
」
を
「
第
三
十
条
第
十
一
項
本
文
及
び
第
十
二
項
」
に
改
め
、
同
号
エ
中
「
第
三
十
条
の
二
第
三
項

本
文
」
を
「
第
三
十
条
の
二
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
三
十
条
第
十
一
項
本
文
及
び
第
十
二
項

」
に
改
め
る
。

第
三
十
六
条
第
二
号
ア
中
「
法
第
七
十
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
六
十
五
条
第
四
項
に
お

い
て
準
用
す
る
法
第
四
十
九
条
第
一
項
に
規
定
す
る
財
産
目
録
及
び
」
を
「
施
行
規
則
第
百
八
十
条
第

二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
条
第
一
項
に
規
定
す
る
財
産
目
録
又
は
」
に
改
め
、
同
条
第
四
号
中
「
議

決
し
た
」
を
「
決
議
し
た
」
に
改
め
、
同
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

（
新
設
分
割
の
認
可
の
申
請
）



第
三
十
六
条
の
二

出
資
組
合
は
、
法
第
七
十
条
の
三
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
新
設
分
割
の
認
可
を
受

け
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
新
設
分
割
認
可
申
請
書
（
第
四
十
二
号
様
式
の
二
）
に
、
次
に
掲
げ
る
書

類
を
添
え
て
、
知
事
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

新
設
分
割
の
理
由
書
及
び
経
過
報
告
書

二

新
設
分
割
計
画
の
謄
本

三

総
会
又
は
理
事
会
（
経
営
管
理
委
員
を
置
く
組
合
に
あ
っ
て
は
、
経
営
管
理
委
員
会
）
の
議
事

録
の
謄
本

四

最
終
事
業
年
度
に
係
る
貸
借
対
照
表

五

総
代
会
に
お
い
て
決
議
し
た
場
合
に
あ
っ
て
は
、
法
第
七
十
条
の
三
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す

る
法
第
四
十
八
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
通
知
の
状
況
を
記
載
し
た
書
類

六

法
第
七
十
条
の
三
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
四
十
八
条
の
二
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
く

総
会
の
招
集
が
あ
っ
た
場
合
に
は
、
当
該
総
会
ま
で
の
経
過
を
記
載
し
た
書
類
及
び
当
該
総
会
の

議
事
録
の
謄
本

七

法
第
七
十
条
の
三
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
四
十
九
条
第
二
項
又
は
第
三
項
及
び
第
五

十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
手
続
を
執
っ
た
こ
と
を
証
す
る
書
面

八

新
設
分
割
設
立
組
合
の
定
款

九

新
設
分
割
設
立
組
合
の
事
業
計
画
書

十

そ
の
他
知
事
が
必
要
と
認
め
る
書
類

第
三
十
七
条
第
二
号
中
「
第
四
十
条
の
二
」
を
「
第
四
十
一
条
」
に
改
め
、
同
条
第
五
号
中
「
及
び

」
の
下
に
「
農
業
協
同
組
合
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
等
の
法
律
（
平
成
二
十
七
年
法
律
第
六
十
三
号

）
附
則
第
十
条
の
規
定
に
よ
り
な
お
そ
の
効
力
を
有
す
る
も
の
と
さ
れ
た
」
を
加
え
る
。

第
三
十
八
条
第
三
項
第
二
号
中
「
議
決
」
を
「
決
議
」
に
改
め
る
。

第
三
十
九
条
第
一
項
中
「
第
七
十
二
条
の
十
六
第
四
項
」
を
「
第
七
十
二
条
の
三
十
二
第
四
項
」
に

改
め
、
同
項
第
九
号
中
「
第
七
十
二
条
の
十
六
第
三
項
」
を
「
第
七
十
二
条
の
三
十
二
第
三
項
」
に
、

「
第
七
十
二
条
の
十
二
第
四
項
」
を
「
第
七
十
二
条
の
十
七
第
四
項
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
第

七
十
二
条
の
十
三
第
二
項
」
を
「
第
七
十
二
条
の
二
十
九
第
二
項
」
に
改
め
、
同
条
第
三
項
中
「
第
七

十
二
条
の
十
七
第
二
項
」
を
「
第
七
十
二
条
の
三
十
四
第
二
項
」
に
改
め
、
同
条
第
四
項
中
「
第
七
十

二
条
の
十
八
第
三
項
」
を
「
第
七
十
二
条
の
三
十
五
第
三
項
」
に
改
め
、
同
条
第
五
項
中
「
第
七
十
二

条
の
十
八
の
十
」
を
「
第
七
十
二
条
の
四
十
四
」
に
改
め
、
同
条
第
六
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

６

法
第
七
十
三
条
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
六
十
四
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
届
出
は
、



事
業
を
廃
止
し
て
い
な
い
旨
届
出
書
（
第
四
十
号
様
式
の
二
）
に
、
次
に
掲
げ
る
書
類
を
添
え
て
、

行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

届
出
日
に
お
け
る
最
終
事
業
年
度
に
係
る
財
産
目
録
、
貸
借
対
照
表
、
損
益
計
算
書
及
び
残
高

試
算
表

二

直
近
の
総
会
の
議
事
録
の
謄
本

三

直
近
の
役
員
名
簿
（
第
二
号
様
式
）

四

代
理
人
に
よ
っ
て
届
出
を
す
る
場
合
は
、
そ
の
権
限
を
証
す
る
書
面

五

そ
の
他
知
事
が
必
要
と
認
め
る
書
類

第
三
十
九
条
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

７

法
第
七
十
三
条
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
六
十
四
条
の
三
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
は
、

農
事
組
合
法
人
継
続
届
出
書
（
第
四
十
号
様
式
の
三
）
に
、
次
に
掲
げ
る
書
類
を
添
え
て
、
行
わ
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

農
事
組
合
法
人
継
続
理
由
書

二

農
事
組
合
法
人
の
継
続
を
決
議
し
た
総
会
の
議
事
録
の
謄
本

三

総
会
の
決
議
時
に
お
け
る
財
産
目
録
及
び
貸
借
対
照
表

四

総
会
の
決
議
時
に
お
け
る
役
員
の
役
員
名
簿
（
第
二
号
様
式
）

五

組
合
法
人
の
継
続
の
登
記
に
係
る
登
記
事
項
証
明
書

六

そ
の
他
知
事
が
必
要
と
認
め
る
書
類

第
三
十
九
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

（
組
織
変
更
の
届
出
等
）

第
三
十
九
条
の
二

法
第
七
十
三
条
の
十
（
法
第
八
十
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規

定
に
よ
る
届
出
は
、
組
織
変
更
届
出
書
（
第
五
十
二
号
様
式
）
に
、
次
に
掲
げ
る
書
類
を
添
え
て
、

行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

組
織
変
更
理
由
書

二

組
織
変
更
計
画
の
謄
本

三

組
織
変
更
計
画
を
承
認
し
た
総
会
の
議
事
録
の
謄
本

四

組
織
変
更
時
に
お
け
る
貸
借
対
照
表
及
び
損
益
計
算
書

五

組
織
変
更
時
に
お
け
る
役
員
の
役
員
名
簿
（
第
二
号
様
式
）

六

株
式
会
社
へ
の
組
織
変
更
を
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
法
第
七
十
三
条
の
三
第
六
項
に
お
い
て

準
用
す
る
法
第
四
十
九
条
第
二
項
又
は
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
手
続
（
法
第
七
十
三
条
の
三
第
六



項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
五
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
手
続
を
執
っ
た
と
き
は
、
当
該
手
続

を
含
む
。
）
を
執
っ
た
こ
と
を
証
す
る
書
面

七

一
般
社
団
法
人
へ
の
組
織
変
更
を
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
法
第
八
十
条
に
お
い
て
準
用
す
る

法
第
四
十
九
条
第
二
項
又
は
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
手
続
（
法
第
八
十
条
に
お
い
て
準
用
す
る
法

第
五
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
手
続
を
執
っ
た
と
き
は
、
当
該
手
続
を
含
む
。
）
を
執
っ
た
こ

と
を
証
す
る
書
面

八

そ
の
他
知
事
が
必
要
と
認
め
る
書
類

２

法
第
八
十
四
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
組
織
変
更
の
認
可
の
申
請
は
、
組
織
変
更
認
可
申
請
書
（

第
五
十
二
号
様
式
の
二
）
に
、
知
事
が
必
要
と
認
め
る
書
類
を
添
え
て
、
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
二
号
様
式
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。



第２号様式（第３条、第８条、第３３条、第３４条、第３４条の２、第３４条の３、第３５条、第３９条、第３９条の２関係）

役 員 （ 設 立 委 員 ） 名 簿 （改選年月日： 年 月 日）

新任・ 常勤・非 代表権 ふ り が な 組合員
役職名 住 所 電話番号 年齢 性別 備 考

再任の別 常勤の別 の有無 氏 名 資 格

注１ 設立委員名簿の場合は、「新任・再任の別」欄から「代表権の有無」欄までは省略してください。
２ 設立時及び合併時の役員名簿の場合は、「新任・再任の別」欄及び「改選年月日」欄は省略してください。
３ 「新任・再任の別」欄は、改選前役員でなかった者は「新任」と、改選前役員であった者は「再任」と記入し、下段に当初の就任年月日及び改

選前の役職名を括弧書で記入してください。
４ 「備考」欄には、下記に掲げる事項等を記載してください。

ア 農業協同組合法第30条第12項、第30条の2又は農業協同組合法施行規則第76条の2の規定に該当する役員については、そのいずれに該当するか
イ 職員と兼務する理事については、その旨及び職員としての職制上の地位
ウ 共同代表制を採用する場合には、その旨
エ 農業協同組合法第30条第14項に規定する員外監事又は同条第15項に規定する常勤監事である場合は、その旨
オ 役員が担当する部門等がある場合には、その担当部門等
カ 設立委員名簿については、選任した農業協同組合又は農業協同組合連合会名及び当該組合等における役職名



「

「

男
生

年

第
七
号
様
式
中

生
年

月
日

を

・

に
改
め
る
。

月
日

女

」

」

第
十
号
様
式
及
び
第
十
一
号
様
式
中
「議

決
し

た

」
を
「決

議
し

た

」
に
、
「概

要

（模
範

定
款

例

改
正

以
外

の
変

更
内

容
の

み
記

載
し

て
く

だ
さ

い

）
」
を
「概

要

」
に
改
め
る
。

。

第
二
十
号
様
式
、
第
二
十
一
号
様
式
及
び
第
二
十
二
号
様
式
中
「議

決
し

た

」
を
「決

議
し

た

」
に

改
め
る
。

第
二
十
三
号
様
式
中
「第

１
１

条
の

４
第

１
項

た
だ

し
書

（第
１

１
条

の
４

第
２

項
後

段

」
を
「第

１
１

条
の

８
第

１
項

た
だ

し
書

（第
１

１
条

の
８

第
２

項
後

段

」
に
改
め
る
。

第
二
十
四
号
様
式
中
「第

１
１

条
の

５
た

だ
し

書

」
を
「第

１
１

条
の

９
た

だ
し

書

」
に
改
め
る
。

第
二
十
五
号
様
式
中
「第

１
１

条
の

７
第

１
項

」
を
「第

１
１

条
の

１
７

第
１

項

」
に
、
「議

決
し

た

」
を
「決

議
し

た

」
に
改
め
る
。

第
二
十
六
号
様
式
中
「変

更
廃

止

」
を
「変

更

」
に
、
「第

１
１

条
の

２
３

第
１

項

」
を
「第

１
、

１
条

の
４

２
第

１
項

」
に
改
め
、
同
様
式
の
次
に
次
の
一
様
式
を
加
え
る
。



第２６号様式の２（第２２条関係）

信託規程変更（廃止）届出書

年 月 日

奈良県知事 殿

所在地

名 称

代表者 氏 名

信託規程の変更（廃止）について農業協同組合法（昭和２２年法律第１３２号）第１１

条の４２第４項の規定により、関係書類を添えて次のとおり届け出ます。

信託規程について決議した総会（総代会）の開催日

注 不用の文字は、消してください。



第
二
十
七
号
様
式
中
「第

１
１

条
の

２
７

」
を
「第

１
１

条
の

４
６

」
に
改
め
る
。

第
二
十
八
号
様
式
中
「変

更
廃

止

」
を
「変

更

」
に
、
「第

１
１

条
の

２
９

第
１

項

」
を
「第

１
、

１
条

の
４

８
第

１
項

」
に
、
「議

決
し

た

」
を
「決

議
し

た

」
に
改
め
、
同
様
式
の
次
に
次
の
一
様
式

を
加
え
る
。



第２８号様式の２（第２４条関係）

宅地等供給事業実施規程変更（廃止）届出書

年 月 日

奈良県知事 殿

所在地

名 称

代表者 氏 名

宅地等供給事業実施規程を変更（廃止）しましたので、農業協同組合法（昭和２２年

法律第１３２号）第１１条の４８第４項の規定により、関係書類を添えて次のとおり届

け出ます。

宅地等供給事業実施規程について決議した総会（総代会）の開催日

注 不用の文字は、消してください。



第
二
十
九
号
様
式
中
「変

更
廃

止

」
を
「変

更

」
に
、
「第

１
１

条
の

３
２

第
１

項

」
を
「第

１
、

１
条

の
５

１
第

１
項

」
に
、
「議

決
し

た

」
を
「決

議
し

た

」
に
改
め
る
。

第
二
十
九
号
様
式
の
三
中
「第

９
７

条
の

２
第

１
号

」
を
「第

９
７

条
第

１
号

」
に
改
め
、
同
様
式

を
第
二
十
九
号
様
式
の
四
と
す
る
。

第
二
十
九
号
様
式
の
二
中
「第

１
１

条
の

４
６

第
２

項
た

だ
し

書

」
を
「第

１
１

条
の

６
５

第
２

項

た
だ

し
書

」
に
改
め
、
同
様
式
を
第
二
十
九
号
様
式
の
三
と
し
、
第
二
十
九
号
様
式
の
次
に
次
の
一
様

式
を
加
え
る
。



第２９号様式の２（第２５条関係）

農業経営規程変更（廃止）届出書

年 月 日

奈良県知事 殿

所在地

名 称

代表者 氏 名

農業経営規程を変更（廃止）しましたので、農業協同組合法（昭和２２年法律第１３

２号）第１１条の５１第４項の規定により、関係書類を添えて次のとおり届け出ます。

農業経営規程について決議した総会（総代会）の開催日

注 不用の文字は、消してください。



第
三
十
号
様
式
中
「第

９
７

条
の

２
第

３
号

」
を
「第

９
７

条
第

３
号

」
に
改
め
る
。

「会
社

の
名

称
及

第
三
十
一
号
様
式
中
「第

９
７

条
の

２
第

４
号

」
を
「第

９
７

条
第

４
号

」
に
、

び
所

在
地

「会
社

の
名

称
及

び
所

在
地

を

に
改
め
る
。

」

注
不

用
の

文
字

は
消

し
て

く
だ

さ
い

」

、
。

第
三
十
三
号
様
式
中
「第

９
７

条
の

２
第

１
２

号

」
を
「第

９
７

条
第

１
２

号

」
に
改
め
る
。

第
三
十
五
号
様
式
中
「第

９
７

条
の

２
第

１
２

号

」
を
「第

９
７

条
第

１
２

号

」
に
、
「第

２
３

１

条
第

１
項

第
１

９
号

」
を
「第

２
３

１
条

第
１

項
第

２
１

号

」
に
改
め
る
。

第
三
十
六
号
様
式
の
二
中
「第

９
７

条
の

２
第

１
２

号

」
を
「第

９
７

条
第

１
２

号

」
に
、
「第

２

３
１

条
第

１
項

第
２

０
号

」
を
「第

２
３

１
条

第
１

項
第

２
２

号

」
に
改
め
る
。

第
三
十
七
号
様
式
、
第
三
十
八
号
様
式
及
び
第
三
十
九
号
様
式
中
「議

決

」
を
「決

議

」
に
改
め
る
。

第
四
十
号
様
式
中
「第

６
４

条
第

４
項

（第
７

項
第

１
項

第
３

号
第

１
項

第
４

号

）
」
を
「第

、
、

６
４

条

（第
１

項
第

３
号

第
１

項
第

４
号

第
４

項
第

５
項

第
８

項
）
」
に
、
「同

項

（農
業

、
、

、
、

協
同

組
合

施
行

細
則

（平
成

６
年

４
月

奈
良

県
規

則
第

４
号

）第
３

４
条

第
２

項
）の

規
定

に
よ

り
、

関
係

書
類

」
を
「関

係
書

類

」
に
改
め
、
同
様
式
の
次
に
次
の
二
様
式
を
加
え
る
。



第４０号様式の２（第３４条の２、第３９条関係）

事業を廃止していない旨届出書

年 月 日

奈良県知事 殿

所在地

名 称

代表者 氏 名

事業を廃止していませんので、農業協同組合法施行細則（平成６年４月奈良県規則第

４号）第３４条の２（第３９条第６項）の規定により、関係書類を添えて届け出ます。

注 不用の文字は、消してください。



第４０号様式の３（第３４条の３、第３９条関係）

組合（農事組合法人）継続届出書

年 月 日

奈良県知事 殿

所在地

名 称

代表者 氏 名

総会（総代会）の決議によって組合（農事組合法人）を継続することになりましたの

で、農業協同組合法施行細則（平成６年４月奈良県規則第４号）第３４条の３（第３９

条第７項）の規定により、関係書類を添えて次のとおり届け出ます。

継続の決議をした総会（総代会）の開催日

注 不用の文字は、消してください。



第
四
十
二
号
様
式
中
「議

決

」
を
「決

議

」
に
改
め
、
同
様
式
の
次
に
次
の
一
様
式
を
加
え
る
。



第４２号様式の２（第３６条の２関係）

新設分割認可申請書

年 月 日

奈良県知事 殿

設立委員 住 所

代表者氏名 印

分割により新たに農業協同組合を設立するに当たり、農業協同組合法（昭和２２年法律

第１３２号）第７０条の３第３項の規定により新設分割の認可を受けたいので、関係書類

を添えて次のとおり申請します。

１ 新設分割設立組合の住所及び名称

２ 新設分割組合の住所及び名称

３ 新設分割実施予定年月日



第
四
十
五
号
様
式
中
「業

務
及

び

」
を
「業

務
又

は

」
に
改
め
る
。

第
四
十
六
号
様
式
中
「議

決

」
を
「決

議

」
に
改
め
る
。

第
四
十
七
号
様
式
中
「第

７
２

条
の

１
６

第
４

項

」
を
「第

７
２

条
の

３
２

第
４

項

」
に
改
め
る
。

第
四
十
八
号
様
式
中
「第

７
２

条
の

１
３

第
２

項

」
を
「第

７
２

条
の

２
９

第
２

項

」
に
、
「議

決

し
た

」
を
「決

議
し

た
」
に
改
め
る
。

第
四
十
九
号
様
式
中
「第

７
２

条
の

１
７

第
２

項

」
を
「第

７
２

条
の

３
４

第
２

項

」
に
改
め
る
。

第
五
十
号
様
式
（
そ
の
一
）
及
び
第
五
十
号
様
式
（
そ
の
二
）
中
「第

７
２

条
の

１
８

第
３

項

」
を

「第
７

２
条

の
３

５
第

３
項

」
に
改
め
る
。

第
五
十
一
号
様
式
中
「第

７
２

条
の

１
８

の
１

０

」
を
「第

７
２

条
の

４
４

」
に
改
め
る
。

第
五
十
二
号
様
式
中
「第

３
９

条
関

係

」
を
「第

３
９

条
の

２
関

係

」
に
、
「出

資
農

事
組

合
法

人

組
織

変
更

届
出

書

」
を
「組

織
変

更
届

出
書

」
に
、
「農

事
組

合
法

人

」
を
「組

合

（

農
事

組
合

法
人

）
」
に
、
「第

７
３

条
の

１
２

」
を
「第

７
３

条
の

１
０

（第
８

０
条

に
お

い
て

準
用

「２
組

織
変

更
年

月
日

「２
組

織
変

更

す
る

第
７

３
条

の
１

０

）
」
に
、

を

注
不

用
の

文
字

は
消

し
て

く
だ

さ
い

」

注
不

用
の

文
、

。

年
月

日

に
改
め
、
同
様
式
の
次
に
次
の
一
様
式
を
加
え
る
。

字
は

消
し

て
く

だ
さ

い

」

、
。



第５２号様式の２（第３９条の２関係）

組織変更認可申請書

年 月 日

奈良県知事 殿

所在地

名 称

代表者 氏 名 印

消費生活協同組合への組織変更について認可を受けたいので、農業協同組合法（昭和２

２年法律第１３２号）第８４条第１項の規定により、関係書類を添えて次のとおり申請し

ます。

組織変更後の名称及び所在地



附

則

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
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